
平成３０年(２０１８年)３月２０日 

少子高齢化対策調査特別委員会資料  

子ども教育部子ども教育経営担当 

 

「中野区子ども・子育て支援事業計画中間の見直し」の策定について 

 

「中野区子ども・子育て支援事業計画中間の見直し（案）」に関するパブリック・コメン

ト手続を行い、このたび「中野区子ども・子育て支援事業計画中間の見直し」を次のとお

り策定したので報告する。 

記 

 

１ パブリック・コメント手続結果 

（１）意見募集期間 

   平成 30 年 1 月 19 日（金）から平成 30 年 2 月 8 日（木） 

 

（２）提出方法別意見提出者数 

 

 

 

 

（３）提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

   別紙１のとおり 

  

（４）案からの変更点 

   パブリック・コメント手続に基づく変更はなし 

 

２ 計画の策定 

（１）計画内容 

   別紙２のとおり 

 

（２）計画期間 

   平成３０年度から平成３１年度の２年間 

 

３ 周知方法 

   平成 30 年 3 月下旬以降、パブリック・コメント手続の結果及び計画を公表する。 

（区ホームページ、区民活動センター、すこやか福祉センター、図書館、区役所４階区政資

料センター、区役所５階２番窓口及び関連団体・機関） 

提出方法 人（団体）数 

電子メール 13 人

ファクシミリ 20 人

合  計 33 人
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計画期間における幼児期の学校教育・保育の需要見込みと確保方策は、保育の必要

性の認定区分ごとに定めます。※ただし、3号認定は 0歳と 1～2歳に区分 

保育の必要性の認定区分 

保育の必要性の認定は、子どもの保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づき、

以下の 3つの区分で認定します。 

確保方策の考え方（今後の方向性） 

幼児期の学校教育・保育の需要については、区内の教育・保育施設の現状を考慮し

て以下の考え方に基づき、必要な施設や定員を確保していきます。 

①民間活力を活かした保育施設の整備

区立保育園の民営化や私立保育園、小規模保育事業の誘致を進めます。 

②認定こども園の整備

  認定こども園の新規整備、幼稚園の認定こども園への転換を進めます。 

③認可保育施設への転換に向けた支援

保育園や地域型保育事業へ転換する認可外保育施設について、必要な支援を行

います。 

④私立幼稚園における一時預かり事業の推進

 教育時間の前後や長期休業中の保育需要に対応するため、在園児を対象とした

一時預かり事業を進めます。 

※ただし、3号認定は0歳と1～2歳に区分

区　分 利用施設

1号認定 認定こども園、幼稚園

2号認定 認定こども園、保育所

3号認定 認定こども園、保育所、地域型保育事業0～2歳

3～5歳

幼稚園等での教育を希望

保育の必要性があり、保

育所等での保育を希望
※

２ 幼児期の学校教育・保育の需要見込みと確保方策 
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計画期間における新規確保方策（新規施設は年度末までに開園する施設数） 

※1　表中カッコ内は当初計画の数値を記載

※2 小規模保育、家庭的保育等は３号認定が対象の事業

（22園）

小規模保育
1事業

家庭的保育
△1事業

（2園） （49園） （2園）
4園 54園 7園

26事業

（51園）

（－） （22園） （－）

小規模保育
2事業 26事業

61園

（－） （2園） （－） （2園）

21園－－ 21園

（認証保育所
から

保育園へ移行
△1園）

（15園）
－

（小規模保育
2事業）

（25事業） （小規模保育
1事業）

（認証保育所
から

保育園へ移行
△1園）

（17園）

（26事業）

（16園）

認証保育所から
保育園へ移行

△1園 17園 22園

認可外保育施設
7園

△1園
認証保育所

△1園
（認証保育所

から
保育園へ移行

△1園）

－
（－）

21園
（22園）

（2園） （53園）
9園 70園

保育園

認証保育所等
（認可外保育

施設）

小規模保育、
家庭的保育等
（地域型保育
事業）※2

幼稚園

1園 3園

新規施設 施設合計

認定こども園

新規方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計

（－） （2園）
－ 2園 － 2園

計画年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

幼児期の学校教育、保育の新規方策※1

6事業 32事業

22園

（小規模保育
1事業）

（27事業）
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認定区分ごとの需要見込みと確保方策（確保方策は年度末の数値） 

（１）幼児期の学校教育…認定こども園、幼稚園 

（２）保育…認定こども園、保育園、地域型保育事業、認可外保育施設 

※　表中カッコ内は当初計画の数値を記載

(－)

80
(－)

－
(－)

54
(－)

3,027
(2,924)

3,007
(2,758)

3,797 3,797 3,851

需要見込み（人）
3,041

(3,018)

私立幼稚園

認定こども園、
幼稚園（区立2園、私立1園）

（施設型給付）

450
(370)

3,347
(3,427)

確保方策（人）

需要見込みと確保方策※

平成31年度計画年度 平成29年度 平成30年度

－
(－)

(3,797) (3,797) (3,797)

504
(370)

450
(370)

3,347
(3,427)

－ － －

3,347
(3,427)

前年度からの増減（人）

△ 80
(－)

－
(－)

私立幼稚園

認定こども園、
幼稚園（区立2園、私立1園）

（施設型給付）

(－) (－)

※　表中カッコ内は当初計画の数値を記載

需要見込み（人）

2,996

549
(―)

（△13) （△13)

確保方策（人）

前年度からの増減（人）

認定こども園、保育園

認定こども園、保育園
194 250 537

(73) (63) (63)

認証保育所等
（認可外保育施設）

△ 11 △ 25

(2,510) (2,560) (2,543)
2,824 3,054 3,315

117 92 104

3,221 3,770
(2,729) (2,779) (2,829)

2,879 3,129 3,666

(―) (－)

(66)

183 225

12
（△13)

(2,637) (2,700) (2,763)

認証保育所等
（認可外保育施設） (92) (79)

平成29年度 平成30年度

需要見込みと確保方策※

計画年度 平成31年度

１号認定…満３歳以上 

２号認定…満３歳以上 
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※　表中カッコ内は当初計画の数値を記載

需要見込み（人）

686 797 911
確保方策（人）

計画年度

(464) (479)

平成31年度

715 779 844

小規模保育、家庭的保育、
事業所内保育

(地域型保育事業)

70 72 90

(77) (83) (89)

認定こども園、保育園

(662) (681) (698)

(683) (695) (707)

463 503 599
(449)

認証保育所等
(認可外保育施設)

153
(157)

222
(148)

222
(139)

33 111 114
前年度からの増減（人）

10 2 18

(12) (6) (6)

(24) (12) (12)

需要見込みと確保方策※

(△9)

平成29年度 平成30年度

認証保育所等
(認可外保育施設)

△ 2

(△9)

0
(△9)

69

認定こども園、保育園
25 40 96

(21) (15) (15)

小規模保育、家庭的保育、
事業所内保育

(地域型保育事業)

認定こども園、保育園
89 368 346

(50) (42) (42)

292 481 562

確保方策（人）

前年度からの増減（人）
88 368 523

(56) (36) (36)

小規模保育、家庭的保育、
事業所内保育

(地域型保育事業)

200 213 309
(186) (198) (210)

認証保育所等
(認可外保育施設) (329) (311) (293)

(1,741)

(2,134) (2,186) (2,235)
2,475 2,615 2,868

計画年度 平成31年度

認証保育所等
(認可外保育施設)

△ 27 189 81

(△18) (△18) (△18)

小規模保育、家庭的保育、
事業所内保育

(地域型保育事業)

26 13 96
(24) (12) (12)

認定こども園、保育園

需要見込み（人）

2,192 2,560 3,083
(2,172) (2,208) (2,244)

1,700 1,866 2,212
(1,657) (1,699)

平成29年度 平成30年度※2

需要見込みと確保方策※1

３号認定…１、２歳 

３号認定…０歳 

※表中カッコ内は当初計画の数値を記載。 

※2 平成 30年度は、需要見込みが確保方策を上回っているため、定期利用保育事業 
や利用定員の弾力化により対応する。 

※1 表中カッコ内は当初計画の数値を記載。 
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利用者支援事業 

子ども及びその保護者の身近な場所で、幼稚園や保育施設、地域の子育て支援事業

等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等

を実施する事業です。 

すこやか福祉センターでは、子育ての相談・助言を実施するとともに、地域の子育

て支援、教育・保育施設等への入所や利用に関する情報提供を行うなど、子育て家庭

が状況に応じて必要なサービスを利用できるよう支援を行っています。 

また、保健師や助産師などが妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に

関する相談を行い、支援を必要とする妊産婦を早期に把握し、支援プランを作成して

母子保健サービスなどにつなげています。 

さらに区役所 3階子ども総合相談窓口では、待機児童の解消等を果たすことを目的

に、手当や医療費等の申請などのあらゆる機会をとらえて、子育て家庭のニーズに応

じた必要なサービスへつなげています。 

子育て家庭の身近な地域で実施するため、一般型、母子保健型として区の子育て支

援の拠点であるすこやか福祉センター４箇所、子ども総合相談窓口は、特定型として

利用者支援事業を実施します。 

（確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

平成31年度

5

(4) (4) (4)

5 5 5

(4) (4) (4)
需要見込み（箇所）

確保方策（箇所）

需要見込みと確保方策

計画年度 平成29年度 平成30年度

5 5

３ 地域子ども・子育て支援事業の需要見込みと確保方策 

事業概要 

需要見込みと確保方策 
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言などの援助を行う事業です。 

中部、南部すこやか福祉センター、児童館 14 館等で実施しているほか、「中野区

子育てひろば事業実施要綱」に基づき、地域団体、乳児院を運営する法人に運営委託

を行っています。 

将来人口推計や 0歳～2歳児の在宅率を踏まえ、需要見込みを算出しています。 

乳幼児親子が利用しやすい身近な場所に展開するため、すこやか福祉センターのほ

か、保育所や学童クラブとの併設などにより実施していきます。 

 （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

平成31年度

243,804

23

（188,157）

計画年度

需要見込み（人回）

確保方策（箇所）

（191,202） （189,837）

(20) (20)

21

平成30年度

254,826

21

(20)

需要見込みと確保方策

平成29年度

284,922

事業概要 

需要見込みと確保方策 
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妊婦健康診査 

妊婦の健康保持・増進及び経済的負担を軽減する事業です。 

妊婦に必要な健康診査を医療機関に委託により実施しており、妊娠届の提出の際に

母子健康手帳とともに妊婦健康診査（14回分）妊婦超音波検査（1回分）、子宮頸が

ん検診（１回分）の受診票、歯科健診（１回分）の受診票を交付しています。 

里帰り出産など、都外や助産院等の受診票が使用できない医療機関等で受診した場

合は、償還払いを実施しています。 

妊娠届出数の伸び率を加味した妊娠届出想定数及び、一人あたりの受診回数 14 回

を乗じた回数を需要見込みとし、委託医療機関等による検診を実施します。 

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

需要見込みと確保方策

確保方策

①実施場所
「東京都委託妊婦健康診査取扱医療機関」の標示がある医療機関
②検査項目
≪1回目≫問診、体重測定、尿検査（糖・蛋白定性）、血圧測定
血液検査・血液型（ABO/Rｈ）・貧血・血糖・不規則抗体・HIV抗体
梅毒（梅毒血清反応検査）、Ｂ型肝炎（HBs抗原検査）
風疹（風疹抗体価検査）、子宮頸がん検診
≪2回目以降≫
【毎回実施】
問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導
【2回目以降、週数に応じて1回ずつ選択】
貧血、クラミジア抗原、Ｃ型肝炎、HTLV-1抗体、経膣超音波検査
血糖、Ｂ群溶連菌、ＮＳＴ（ノン・ストレス・テスト）、妊婦超音波
検査

※妊婦歯科検診1回あり(区独自検診)

需要見込み （2,659）

48,202 49,882 51,604

3,443 3,563 3,686

（2,691）
(人)

（2,718）

(人回)

計画年度

（38,052） （37,674） （37,226）

平成31年度平成29年度 平成30年度

事業概要 

需要見込みと確保方策 
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乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

事業概要 

生後 4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、養育環境等の把握や子育て支

援に関する情報提供を行う事業です。 

区職員や区から委託を受けた訪問指導員が訪問し、家庭の状況、さまざまな不安や

悩み、健康状態等を把握するとともに、子育てに関する相談や情報提供を行います。 

また、訪問において継続的な支援の必要性が認められた場合は、すこやか福祉セン

ター等の専門職員が相談・支援を継続し、必要に応じて適切な子育て支援サービスに

つなげています。 

将来人口推計における 0歳児の人口を需要見込みとしています。 

訪問指導員やすこやか福祉センターによる全戸訪問を実施します。 

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

確保方策

①実施体制
区職員、訪問指導員（看護師、助産師、保健師）
②実施機関
各すこやか福祉センター

平成31年度

（2,655）
需要見込み（人）

2,559 2,614 2,668

需要見込みと確保方策

計画年度 平成29年度

（2,102）

平成30年度

（2,081）

需要見込みと確保方策 

事業概要 
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養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童

等の支援に資する事業） 

（１）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児、家事等の養育能力を向上さ

せるための支援を実施する事業です。 

乳児家庭全戸訪問事業等で特に養育支援の必要が認められる家庭について、すこ

やか福祉センターの保健師による訪問やヘルパー派遣を実施しています。 

（２）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

要保護児童等の適切な保護を図るために、関係機関が必要な情報を共有し、支援

の内容に関する協議や進行管理を行う事業です。 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な保護の

ため、「中野区要保護児童対策地域協議会」を設置しています。子ども家庭支援セ

ンターが調整機関となり、関係機関との連携や情報共有を図るとともに、個別ケー

ス検討会議等を開催し、具体的な支援を検討・実施しています。 

事業概要 
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（１）養育支援訪問事業 

これまでの実績から需要見込みを算出しています。 

適切な養育支援を実施するため、関係機関との連携強化や支援内容の充実を図り、

養育支援の必要な家庭への訪問や養育支援ヘルパー派遣を実施します。 

（２）子どもを守る地域ネットワーク事業 

すこやか福祉センターの管内ごとに要保護児童サポート会議を開催し、地域ごとに

きめ細かな要保護児童対策を推進します。 

特に虐待ケースについての進行管理を行い、適切な支援につなげます。 

需要見込みと確保方策

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

確保方策

（1,074） （1,101）

①養育支援が必要な家庭の把握
乳児家庭全戸訪問事業、すこやか福祉センター等関係機関との連携
②訪問相談
保健師等の訪問による助言、経過観察
③ヘルパーによる支援
養育支援ヘルパーを派遣し、養育環境の改善に向けた支援を実施

計画年度 平成29年度

388

平成30年度

794

388

平成31年度

388

327 364 406訪問相談

養育支援ヘルパー需要見込み
（人日）

（1,048）
計

715 752

実施体制

代表者会議…原則年１回開催
要保護児童サポート会議…原則年３回開催
※すこやか福祉センターの管内ごと
個別サポート会議…必要に応じて随時開催
実務者研修の実施

計画年度

要保護児童対策地域協議会の運営

平成29年度 平成30年度 平成31年度

需要見込みと確保方策 
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子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 

保護者が、入院や出張・親族の看護などにより一時的に子どもの養育ができない場

合に、児童福祉施設において宿泊を伴う養育を行う事業です。 

区が委託した乳児院（0 歳以上 3 歳未満）と母子生活支援施設（3 歳から中学校 3

年生まで）の 2施設で実施しています。 

これまでの事業実績の伸び率を踏まえて需要見込みを算出しています。 

確保方策は、2か所の施設で一日の定員 3名を確保しているため、1,095人日/年と

しています。 

 （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

需要見込みと確保方策

計画年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（1,095） （1,095） （1,095）

需要見込み
(人日)

確保方策
（人日）

644 812 1,022

（644） （812） （1,022）

1,095 1,095 1,095

事業概要 

需要見込みと確保方策 
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幼稚園における一時預かり事業＜幼稚園における延長保育事業＞ 

通常の教育時間の前後や長期休業期間中において幼稚園の在園児を対象に一時的

に預かる事業です。 

 幼稚園型一時預かり事業を区内５園で実施しているほか、私立幼稚園 16 園で預か

り保育を実施しています。また、私立幼稚園への補助を行い、預かり保育を推進して

います。 

ニーズ調査(平成 25 年度実施)の利用意向率により需要見込みを算出しています。

一時預かり事業を希望する全ての幼稚園家庭が利用できるよう、確保方策は需要見込

み数としています。 

 需要見込みと確保方策 （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

125,905 122,178
確保方策（人日）

（125,905） （122,178）

115,271

（115,271）

平成31年度

115,271

計画年度 平成30年度

122,178

平成29年度

125,905
需要見込み（人日）

（125,905） （122,178） （115,271）

事業概要 

需要見込みと確保方策 



81 

一時預かり事業（一時保育、短期特例保育）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート事業） 

（１）一時保育、短期特例保育 

生後５７日から小学校就学前までの乳幼児を養育している保護者が一時的に保

育できない場合に、保護者に代わって日中の保育を認可保育所において行う事業

です。 

一時保育専用室がある区立保育園、私立保育園において実施しているほか、区

立保育園では、定員に空きがある場合にも一時保育を実施しています。 

また、保護者が病気などの場合に利用できる短期特例型の一時保育があります。 

（２）トワイライトステイ 

保護者が仕事、病気などの理由により夜間の時間帯において、3 歳から小学校

6 年生までの子どもの養育が一時的に困難な場合に児童福祉施設で預かる事業で

す。母子生活支援施設で実施しています。 

（３）ファミリー・サポート事業 

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助をしたい方（協力会員）

が会員になり、仕事や急な用事等で、保育園・幼稚園・学童クラブ等への送迎な

どの子どもの世話ができない時に、会員相互が助け合いながら子育てをする相互

援助活動に関する連絡・調整等を行う事業です。 

区では、子育ての相互援助活動に関する連絡・調整、登録業務などを中野区社

会福祉協議会に委託して実施しています。 

事業概要 
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ニーズ調査（平成 25年度実施）の利用意向率から需要見込みを算出しています。 

  一時保育の確保方策は、区立保育園 2園、私立保育園 9園にある一時保育専用室

ののべ定員数としています。 

  トワイライトステイの確保方策は、母子生活支援施設ののべ定員数、ファミリ

ー・サポート事業は援助会員数の実績をもとに算出しています。 

（１）一時保育、ファミリー・サポート（未就学児）、トワイライトステイ 

（２）ファミリー・サポート（就学児童） 

需要見込みと確保方策  （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

9,114

293

9,114

293

ファミリー・サポート事業

（未就学児童）

トワイライトステイ

（9,114） （9,114）

（293） （293）

22,085 21,930

平成31年度

21,482
需要見込み（人日）

（22,085） （21,930）

24,927

15,520

24,927

15,520
一時保育

確保方策（人日）
（24,927） （24,927）

（15,520） （15,520）

計画年度 平成29年度 平成30年度

（293）

24,927

15,520

9,114

293

（9,114）

（21,482）

（24,927）

（15,520）

需要見込みと確保方策 （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

（3,064）

（4,594）

平成31年度

3,064

4,594

計画年度

4,594

平成30年度

3,064

4,594

需要見込み（人日）

確保方策（人日）
（4,594） （4,594）

平成29年度

3,064

（3,064） （3,064）

需要見込みと確保方策 
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延長保育事業 

 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外に保育園等で保育を実施す

る事業です。 

区立・私立保育園全園で実施しているほか、認定こども園や家庭的保育事業、小規

模保育事業所で実施しています。また、保護者の急な残業等に対応した延長保育のス

ポット利用（1日単位）を実施しているほか、認証保育所全園で 13時間保育を実施し

ています。 

保育ニーズ調査(平成 29 年度実施)結果をもとに算出した保育需要数から、延長保

育の需要見込みを算出しました。延長保育を希望する家庭がすべて受け入れられるよ

う、確保方策数を設定しています。 

延長保育事業のニーズは、増傾向にあります。また、保育施設の増に伴い、利用者数

も増加しており、新たに整備する保育園等においても延長保育を実施します。 

 （確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

2,429

（2,005） （2,051） （2,070）

需要見込み(人)

確保方策（人）

計画年度 平成29年度 平成30年度

2,070 2,169

平成31年度

2,070 2,169 2,429

（2,005） （2,070）

需要見込みと確保方策

（2,051）

需要見込みと確保方策 

事業概要 
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病児・病後児保育事業 

 病児（回復期に至っていない）、病後児（回復期にある）を一時的に預かることに

より、子育てと就労の両立を支援する事業です。 

病児保育事業は区内病院 1か所で実施しており、満１歳の子どもから利用できます。 

病後児保育事業は区立保育園１園及び乳児院の２か所で実施しており、生後６か月

の子どもから利用できます。 

さらに、生後 6か月から小学校 6年生までの子どもについて、ファミリー・サポー

ト事業において病児対応（特別援助活動）を実施しています。 

 ニーズ調査（平成 25 年度実施）で把握した利用意向率やこれまでの実績をもとに

需要見込みを算出しています。病児・病後児保育の確保方策は実施施設の定員数から、

ファミリー・サポート事業の確保方策はこれまでの実績をもとに算出しています。 

（確保方策は年度末の数値）

※表中のカッコ内は当初計画の数値を記載。

ファミリー・サポート
事業(病児対応 )

確保方策（人日）
(3,180)

(984)

3,180

2,196

984

(2,696)

(2,196)

需要見込みと確保方策

計画年度 平成29年度 平成30年度

2,805
需要見込み（人日）

2,696

(2,805)

病児・病後児保育

(984) (984)

3,180

2,196

984

(2,196)

(3,180)

平成31年度

2,920

3,180

2,196

984

(2,920)

(2,196)

(3,180)

事業概要 

需要見込みと確保方策 
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